
平成２９年度第２回定例教育委員会議事録 

 

 

 

１ 開催日時  平成２９年５月３０日（木） 午後２時２６分（総合教育会議終了後） 

 

２ 場  所  七戸庁舎 ３階 第１会議室 

 

３ 委員氏名  １番  （教育長）  神
ジン

 龍子
リュウコ

 

        ２番委員       附田
ツクタ

 道
ミチ

大
オ

 

        ３番委員       内山
ウチヤマ

 優
マサル

 

        ４番委員       山本
ヤマモト

 貴子
アツコ

 

        ５番委員       附田
ツクタ

 由喜
ユ キ

枝
エ

 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 職員氏名  学務課長       八幡
ヤワタ

 博光
ヒロミツ

 

        生涯学習課長     鳥谷部
ト リ ヤ ベ

 慎
シン

一郎
イチロウ

 

        中央公民館長     高田
タカダ

 浩一
コウイチ

 

        世界遺産対策室長   小山
オヤマ

 彦逸
ヒコイツ

 

        学務課長補佐     田村
タムラ

 教男
ノリオ
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神教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

学務課長 

 

神教育長 

 

 

 

 総合教育会議後、引き続きの開催となりますが、よろしくお願いい

たします。 

 ただ今の出席委員は５名で、定足数に達しておりますので、平成２

９年度第２回定例教育委員会は成立いたします。 

 これから会議を開きます。 

 

 日程第１、議事録署名委員の指名をいたします。４番山本委員と５

番附田委員を指名します。 

 

 日程第２、会期の決定をいたします。会期は５月３０日、本日１日

にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしと認めます。従って会期は本日１日と決定します。 

 

 日程第３、傍聴人の人数の制限についてお諮りします。 

 会議場が狭いので、傍聴人の人数を七戸町教育委員会会議傍聴規則

第３条の規定に基づき、８人に制限したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

  

（異議なしの声） 

 

 異議なしと認めます。よってそのように決定し、議事を進めます。 

 日程第４、報告第４号「平成２９年度５月教育長等一般経過報告に

ついて」を学務課長から説明願います。 

  

 （資料に基づき説明） 

 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 

 （なしの声） 
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神教育長 

 

 

学務課長 

生涯学習課長 

中央公民館長 

世界遺産対策室長 

 

神教育長 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

学務課長 

 

神教育長 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 次に、日程第５、報告第５号「七戸町議会文教厚生常任委員会審議

報告について」を学務課長から順次説明願います。 

 

（資料に基づき説明） 

（資料に基づき説明） 

（資料に基づき説明） 

（資料に基づき説明） 

 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

 次に、日程第６、議案第３号「平成２９年度学校評議員の委嘱につ

き同意を求めることについて」を学務課長から説明願います。 

 

 （資料に基づき説明） 

  

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 これより、議案第３号「平成２９年度学校評議員の委嘱につき同意

を求めることについて」を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

 

 （異議なしの声） 

 

 異議なしと認めます。 

 従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 
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学務課長 

 

神教育長 

 

 

附田（道）委員 

 

 

学務課長 

 

神教育長 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 次に、日程第７、議案第４号「七戸町学校規模適正化検討委員会設

置要綱の一部を改正する要綱について」を学務課長から説明願います。 

 

 （資料に基づき説明） 

  

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 

 構成員の学校代表を削除するということですが、前回の検討委員会

の学校代表は、校長ですか。 

  

 校長です。 

 

 その他ございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

 質疑がないようですので、これより、議案第４号「七戸町学校規模

適正化検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱について」を採決し

ます。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

 （異議なしの声） 

 

 異議なしと認めます。 

 従って、本案は原案のとおり決定しました。 

 

 次に、日程第８、議案第５号「七戸町社会教育委員の委嘱につき同

意を求めることについて」を生涯学習課長から説明願います。 

 

（資料に基づき説明） 
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神教育長 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

 質疑がないようですので、これより、議案第５号「七戸町社会教育

委員の委嘱につき同意を求めることについて」を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

 （異議なしの声） 

 

 異議なしと認めます。 

 従って、本案は原案のとおり決定しました。 

 

 次に、日程第９、議案第６号「七戸町立七戸幼稚園運営審議会委員

の任命につき同意を求めることについて」を学務課長から説明願いま

す。 

 

（資料に基づき説明） 

 

 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

 質疑がないようですので、これより、議案第６号「七戸町立七戸幼

稚園運営審議会委員の任命につき同意を求めることについて」を採決

します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 
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神教育長 

 

 

 

 

 

世界遺産対策室長 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

 

中央公民館長 

 

 

 （異議なしの声） 

 

 異議なしと認めます。 

 従って、本案は原案のとおり決定しました。 

 

 次に、日程第１０、議案第７号「七戸町文化財審議委員の委嘱につ

き同意を求めることについて」を世界遺産対策室長から説明願います。 

 

（資料に基づき説明） 

 

 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

 質疑がないようですので、これより、議案第７号「七戸町文化財審

議委員の委嘱につき同意を求めることについて」を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

 （異議なしの声） 

 

 異議なしと認めます。 

 従って、本案は原案のとおり決定しました。 

 

 次に、日程第１１、議案第８号「七戸町立公民館運営審議会委員の

委嘱につき同意を求めることについて」を中央公民館長から説明願い

ます。 

 

（資料に基づき説明） 

 



6 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

中央公民館長 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

 質疑がないようですので、これより、議案第８号「七戸町立公民館

運営審議会委員の委嘱につき同意を求めることについて」を採決しま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

 （異議なしの声） 

 

 異議なしと認めます。 

 従って、本案は原案のとおり決定しました。 

 

 次に、日程第１２、議案第９号「七戸町立図書館協議会委員の任命

につき同意を求めることについて」を中央公民館長から説明願います。 

 

（資料に基づき説明） 

 

 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

 質疑がないようですので、これより、議案第９号「七戸町立図書館

協議会委員の任命につき同意を求めることについて」を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 
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学務課長 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

神教育長 

 （異議なしの声） 

 

 異議なしと認めます。 

 従って、本案は原案のとおり決定しました。 

 

 次に、日程第１３、議案第１０号「平成２９年度６月定例議会教育

委員会補正予算案について」を学務課長から説明願います。 

 

（資料に基づき説明） 

 

 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

 質疑がないようですので、これより、議案第１０号「平成２９年度

６月定例議会教育委員会補正予算案について」を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

 （異議なしの声） 

 

 異議なしと認めます。 

 従って、本案は原案のとおり決定しました。 

 

 次に、日程第１４、その他に移ります。 

 学務課長より説明を求めます。 

 

 （６月定例議会日程、学校訪問の出欠について、クールビズ対応に

ついて、６月定例教育委員会について説明） 

  

 説明が終わりましたので、２点目と４点目を確認します。 
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神教育長 

 

 

 

附田（道）委員 

 

神教育長 

 

 

 

 

神教育長 

 

 

 

学務課長 

 

内山委員 

 

 

学務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （学校訪問の出欠を各委員から確認） 

 

 ６月定例教育委員会の日程ですが、学務課長から、６月２２日（木）

１４時からと２３日（金）１３時３０分からのどちらかでお願いした

いとのことですが、どちらがよろしいですか。 

 

 ６月２２日、午後２時からでお願いしたいです。 

 

 附田（道）委員から６月２２日、午後２時からでお願いしたいと意

見がありましたが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

 ６月定例教育委員会は、６月２２日、午後２時からと決定します。 

 

 その他ございませんか。 

 

 （議会の一般質問について説明） 

 

 教育委員会の議事録についての質問がありますが、これはどういう

意味でしょうか。 

 

 議事録は、教育委員会の会議で委員のみなさんの発言を要約したも

のを紙に印刷して、議事録署名人に署名していただいて完成します。 

 町村合併後の議事録も、紙ベースで保存しております。当該議員か

ら、パソコンですぐ見れるような電子媒体はないのかとの問い合わせ

があり、パソコンで閲覧できる公開用の電子媒体はありませんと回答

したところ、このような質問となりました。 

 なお、議事録は職員のパソコンで作成しており、そのデータは職員

のパソコンにあります。 

 ただし、このデータは、修正可能な状態のデータですので、正式な

議事録ではございません。 

 



9 

 

 

 以上の会議録は、学務課長補佐が記載したものであるが、内容に相違

ないことを証明するためにここに署名する。 

 

４番 山本委員                     

 

５番 附田委員                      

内山委員 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

神教育長 

 屋内スポーツセンターの人工芝について、汚れた場合はどのように

していますか。 

 

 普段は、乗用の掃除機で掃除をしております。 

 原則、飲食は禁止しておりますが、イベントで使用する場合には、

食べ物・飲み物をこぼしてしまうことがあり、そのときは、洗剤を使

って洗浄しています。 

  

 その他、何かございませんか。 

  

 以上で、本日予定された日程はすべて終了しました。 

 よって、本日の会議を閉会します。お疲れ様でした。 

  

午後３時０８分終了 


